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令和８年度 広島県障害者支援課 主要事業の概要 

 

 

 

 

■障害者支援課所管事業の予算額                   

   

令和７年度当初予算額 令和８年度当初予算額 増減額 

37,275,660 千円 40,455,434 千円 3,179,774 千円 

  

■主要事業の概要 ※（ ）内は令和７年度当初予算額 

１ 障害への理解促進                                     

（１）「あいサポートプロジェクト」実施事業（人材育成） 予算額：7,193千円（9,088千円） 

県民、企業・団体等に向けて、あいサポート研修を実施するとともに、企業・地域において障

害者への支援活動の推進役となる、あいサポートメッセンジャーを養成し、障害の有無にかかわ

らず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現を目指す。 

また、障害当事者との対話・交流を通して、自分の中の障害に対する固定観念に気づきを与え

て、その先にある偏見の解消に繋げるため、障害当事者視点の内容を基にしたワークショップを

実施する。 

 

（２）障害者差別解消法施行対応 

障害者差別解消法の施行（平成 28年４月１日）に伴い、次の事業を実施する。 

ア 障害者差別解消支援地域協議会の運営  予算額：856千円（850千円） 

障害者差別解消支援地域協議会を広島県障害者自立支援協議会の専門部会として運営する 

とともに、関係団体や市町の取組への支援等に取り組む。 

 

イ 心のバリアフリー推進員設置事業  予算額：5,797千円（5,941千円） 

ヘルプマーク等、障害者に関するマークの普及のための広報啓発や、障害者差別解消法の

普及啓発・相談対応等により、県民の心のバリアフリーを推進する。 

 

 

 

「広島県障害者プラン」に基づき、「すべての県民が障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会の実現」に向けて、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的

かつ計画的に実施する。 

資料３ 
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（３）障害者虐待防止・権利擁護推進事業  予算額：7,901千円（10,480千円） 

障害者虐待防止法に基づき、関係機関との連携協力体制の整備や人材の養成等、必要な措置

を講じることにより、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応及びその後の適切な支援の

確保を図る。 

区 分 内     容 

広島県障害者権利擁護センター運営 虐待事案について、届出の受理や情報提供等を実施 

障害者虐待防止・権利擁護研修 市町、障害者福祉事業所等を対象とした研修 

  

（４）障害者情報アクセシビリティ向上事業  予算額：1,738千円（1,791千円） 

   ICT で、日常的あるいは潜在的な課題を解決する手段の習得を目的としたセミナー実施によ

る支援者等の人材育成や、ICTに関する相談対応など、個々に適した支援を行う。 

 

（５）手話言語条例及び情報コミュニケーション施策推進事業  予算額：2,874千円（－） 

   「広島県手話言語条例」及び「広島県障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る

施策の推進に関する条例」の制定にあたり、「手話が言語であること」や障害にも様々な特性が

あり、障害の特性に応じた意思疎通手段があることについて、広く県民に普及啓発を行う。 

 

２ 自立と社会参加の促進                                  

（１）雇用・就労の促進 

ア 障害者経済的自立支援事業  予算額：45,801千円（38,175千円） 

障害者の経済的な自立を伴った地域生活への移行を推進する。 

区 分 内     容 

工賃向上推進事業 

○ 障害者就労支援事業所に対し、経営コンサルタント等を派遣し、事業所経

営力等の向上を図るとともに、製品企画及びプロモーションの実施を通じ、

製品の認知度向上及び付加価値づくりに取り組む。 

○ 県就労振興センターに統括ディレクターを配置し、受発注マッチング機能

及びふれ愛プラザの運営強化を図る。 

○ 共同受注窓口の体制強化を図り、企業への営業や、市町への窓口活用の働

きかけを行う。 

農業分野における

新たな就労確保事

業 

○ 事業所へ農業分野の専門家を派遣し、農産物生産量の増と新たな販路獲得

を支援する。 

〇 市町等へ農福連携専門家を派遣し、農業生産者と事業所とのマッチングの

取組を支援する。 

就労系ＩＣＴ機器

等導入支援事業 

〇 障害者就労施設事業者の障害特性に配慮したＩＣＴ機器等の導入に対して

支援する。 

Ａ型事業所適正化

事業 

○ 就労継続支援Ａ型事業所の指定・取消において、専門家からの助言を受け、

県の審査体制の強化を図る。 

○ 基準未達の事業所へ中小企業診断士を派遣し、運営状況等に関する点検を

行う。 
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イ 障害者就業・生活支援センター運営事業  予算額：52,718千円（52,440千円） 

障害者に対し就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を行い、障害者の就業生活

の自立を図る。  

区 分 内     容 

日常生活支援 

障害者等の一般就労や職場定着等に向けた生活上の相談に応じるとともに、助言

するなどの支援を行う。また、圏域毎に設置した圏域就労支援ネットワーク会議

を運営し、ハローワーク等の障害者就労支援機関との連携を推進する。 

   

ウ 障害者就労施設等が製作した製品等に対する優先発注等 

障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等が製作した製品等を優先的に発注する

とともに、「広島県工賃向上に向けた取組（第４期）」に基づき、市町と連携して障害者の経済

的自立を支援する。 

 

エ 関係機関による一体的な企業等支援（商工労働局と連携） 

障害者雇用の増加を目指し、障害者雇用企業等見学会、障害者雇用優良事業所の知事表彰、

職場適応訓練や障害者合同面接会の実施等により、企業等の障害者雇用を促進する。 

 

（２）社会参加の推進 

ア 視覚障害者情報センター運営委託費  予算額：38,843千円（38,817千円） 

視覚障害者の社会参加を推進するため、視覚障害者情報提供施設として、指定管理者によ

る運営を行う。 

※施設の主な機能：点字・録音図書等の製作・貸出、点訳・音訳・デイジー編集ボランティ

アの養成、点字教室・出前講習会等の普及・啓発事業の実施等 

 

イ 広島県聴覚障害者センター運営事業  予算額：30,605千円（31,034千円） 

聴覚障害者の情報・意思疎通支援の拠点施設として、指定管理者による運営を行う。 

※施設の主な機能：手話・字幕入りビデオ等の製作・貸出、相談対応、意思疎通支援者の養

成・派遣、交流行事の開催、聴覚障害者への各種情報提供等 

 

ウ 障害者芸術文化の推進  予算額：14,155千円（14,172千円） 

障害者芸術文化の普及啓発や芸術家の育成を図るため、広島県アートサポートセンターを

設置し、セミナーやワークショップの開催等により障害者の芸術文化活動を支援するととも

に、「あいサポートアート展」や「あいサポートふれあいコンサート」を開催する。 
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  エ 地域生活支援事業 

障害者が地域において自立した生活ができるよう、地域の実情や障害者の状況に即した事

業を展開する。 

(ｱ) 県実施：障害者社会参加推進事業  [一部再掲]  予算額：56,343千円（56,127千円） 

区 分 内     容 

人材育成 

○要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等養成研修 

○盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の派遣事業 

○音声機能障害者発声訓練、指導者養成 等 

その他事業 

○身体障害者補助犬の育成  ○障害者社会参加推進センターの運営 

○生活訓練事業（オストメイト社会適応訓練事業） 

○点字による即時情報ネットワーク  ○字幕入り映像ライブラリー 

○要約筆記者派遣ネットワーク  ○障害者情報アクセシビリティ支援体制整備 

○心のバリアフリー推進員設置 等 

 

(ｲ)市町実施：市町障害者地域生活支援事業  予算額：514,161千円（530,371千円） 

区 分 内     容 

必 須 

相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業、 

意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、 

地域活動支援センター機能強化事業、理解促進研修・啓発事業、 

自発的活動支援事業、手話奉仕員養成研修事業 

任 意 
福祉ホームの運営、訪問入浴サービス、生活訓練等、日中一時支援、 

レクリエーション活動等支援 等 

 

３ 保健、医療の充実                                   

（１）障害者に対する医療サービスの充実 

ア 自立支援医療（更生医療・精神通院医療）  予算額：4,935,349 千円（4,781,190 千円） 

心身の障害状態の軽減を目的とした更生医療、精神通院医療を給付又は給付に係る経費の

一部を負担する。 

 

イ 重度心身障害児（者）医療費  予算額：3,894,734円（3,938,021千円） 

重度心身障害児（者）の健康管理と保護者の経済的負担の解消を図るため、重度心身障害児 

（者）医療費を負担する市町に対し助成する。 

 

  ウ 精神障害者地域包括ケア促進事業（通院医療費助成） 予算額：35,211千円（32,957千円） 

    精神疾病や身体合併症の再発・重症化による再入院等の防止を図り、地域生活への移行・定

着を促進するため、外来診療や訪問看護によるケア等に係る通院医療費を負担する市町に対

し助成する。 
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（２）発達障害者支援体制の充実  予算額：121,233千円（98,016千円） 

ア 発達障害地域支援体制推進事業 

発達障害者支援センターに地域支援マネジャーを配置し、市町だけでなく、事業所、医療機 

関、学校等に対して指導、助言等を行い、地域における重層的な支援体制を構築する。 

また、市町、事業所、学校、医療機関等における人材育成に取り組むとともに、発達障害に 

係る普及啓発を行う。 

さらに、家族支援体制の整備を図るとともに、医療機関の役割分担と支援機関と医療機関

との連携などの地域ネットワーク支援体制等により、特定の医療機関に集中し長期化してい

る初診待機の解消を図る。 

区 分 内     容 

地域支援体制 ○地域支援マネジャー（２人）による市町、事業所、医療機関、学校等への支援 

人材育成 

○教職員対象研修 

○早期発見・早期支援関係職員対象スキルアップ研修 

○支援者対象基礎研修 

○医師対象研修 

家族支援体制 ○地域ピアサポートコーディネーター研修、地域ピアサポート研修・検討会議 

発達障害の 

医療体制整備 

○発達障害医療機関ネットワーク構築 

○初診待機者向け相談窓口の設置 

○医療機関初診前の事前アセスメント、相談や支援に関わる機関が連携できる

地域ネットワーク体制の構築 

 

イ 発達障害者支援センター運営事業 

発達障害児（者）に対する支援を総合的に担う広島県発達障害者支援センターを運営する。 

※主たる業務：相談支援、発達支援、就労支援、機関連携・連絡調整、情報提供・研修 

 

 ウ 児童発達支援センター等機能強化事業 

   地域療育の拠点である児童発達支援センター等において、障害のある子供や障害の疑いの

ある子供への支援内容を検討し、医療機関等への適切な支援につなぐコーディネート体制を

確保する。 

   また、保育士等地域の子育て支援機関に対し、障害特性に応じた支援技術等に関する研修

等を実施する。 
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（３）医療型短期入所施設補助事業  予算額：10,383千円（2,353千円） 

医療的ケアの必要な障害児（者）を在宅で介護する家族等を支援するため、受入施設が不足し

ている尾三圏域及び備北圏域において、病床を活用した医療型短期入所事業を実施する医療機

関（尾道市立病院、市立三次中央病院）に対して、引き続き、未利用日数に対する収入相当額を

補助し、短期入所の受入機関を確保する。 

また、医療型短期入所事業所の新規開設に必要となる医療機能の実態把握や県内地域資源の

分析、個別訪問等を通じた新規開設の働きかけや相談対応などを実施し、医療型短期入所事業所

の確保・拡充を図る。 

  

（４）医療的ケア児支援センター運営事業  予算額：36,313千円（32,614千円） 

   医療的ケア児の家族などからの相談を受け止め、必要な機関等へつなげていく仕組みや、支

援を行う市町をサポートする体制を構築し、医療的ケア児やその家族が安心して生活できるよ

う、医療的ケア児支援センターを設置・運営する。 

身近な地域における相談支援の充実・強化を図るため、医療的ケア児支援センターと連携し

て、地域のネットワーク構築や困難事例への助言・調整等を行う医療的ケア児等地域支援アドバ

イザーを配置する取組を、福山・府中圏域においてモデル的に実施する。 

また、在宅で人工呼吸器を使用する医療的ケア児（者）に災害時等に貸し出す非常用の医療機

器用蓄電装置を医療的ケア児支援センターに備蓄する。 

 

４ 地域生活の支援体制の構築                                       

（１）障害福祉サービス等の充実 

ア 障害者介護サービス等給付事業  予算額：27,835,476千円（24,670,927千円） 

障害福祉サービス（介護給付費・訓練等給付費・障害児通所支援、障害者療養介護医療費、

補装具給付費）の提供に係る公費負担を行う。 

 

イ 障害者社会参加推進事業 [再掲]  予算額：56,343千円（56,127千円） 

 

ウ 児童福祉法関係事業  予算額：1,088,246千円（1,051,697千円） 

障害のある児童が、日常生活の指導や治療等を受けるために障害児入所施設等へ入所する

ための費用の一部又は全部を負担する。 

区 分 内     容 

障害児入所給付費 障害児入所施設等へ契約入所した児童に係る費用 

障害児施設措置費 障害児入所施設等へ措置入所した児童に係る費用 
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エ 障害福祉サービス事業所等整備費補助金  予算額：204,200千円（482,816千円） 

  社会福祉法人等が設置する障害福祉サービス事業所等の整備に要する経費を助成する。 

年度 施設種別 箇所数 整備区分 

令和７年度分 障害福祉サービス事業所 11か所 創設等 

令和８年度分 障害福祉サービス事業所 ４か所 創設等 

 

（２）障害者地域生活支援体制推進事業  予算額：29,527千円（25,566千円） 

市町における相談支援体制や地域生活支援システム整備に向けた取組を支援するとともに、

相談支援事業者等の人材育成の強化に取り組み、各地域における支援ネットワークの形成など、

地域生活支援体制の整備を図る。 

また、精神障害を有する当事者としての立場で地域生活移行後の支援等を担うピアサポータ

ーを養成し、精神障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境を整備する。 


